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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３つ以上のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）デバイスのワンタッチペアリングを単一の
近接場カード（ＮＦＣ）タグを用いて行う方法であって、
　第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスを第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス上に配置され
た単一のＮＦＣタグ上にタップするステップと、
　第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス内においてモバイルアプリケーションをＮＦＣタグ
によって起動するステップであって、前記モバイルアプリケーションは前記第１のＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈデバイスのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続性をオンにする、ステップと、
　前記第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス上のモバイルアプリケーションによって、前記
第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスおよび第３のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスのアドレス
を読み出すステップと、
　前記モバイルアプリケーションにより前記第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスとのペア
リング過程を開始し、前記第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスと前記第２のＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈデバイスとの間の第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続を確立するステップと、
　前記モバイルアプリケーションにより前記第３のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスとのペア
リング過程を開始し、前記第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスと前記第３のＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈデバイスとの間の第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続を確立するステップと、
　３つのＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス全ての接続が成功した旨の確認映像を前記第１のＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス、前記第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスおよび前記第３のＢ
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ｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスそれぞれのディスプレイ上に表示するステップと、
を含み、
　前記モバイルアプリケーションは、前記第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス上にインス
トールされ、前記第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスのＮＦＣタグ上へのタップによって
起動された後、前記第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスと前記第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
デバイスおよび前記第３のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスとのペアリングを開始および確立
する、
方法。
【請求項２】
　前記第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続は、シリアルポートプロファイル（ＳＰＰ）を含む
、請求項１に記載の３つ以上のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスのワンタッチペアリングの方
法。
【請求項３】
　前記第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続は、ハンズフリープロファイル（ＨＦＰ）またはア
ドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル（Ａ２ＤＰ）のうちの１つを
含む、請求項１に記載の３つ以上のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスのワンタッチペアリング
の方法。
【請求項４】
　前記第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスはスマートフォンを含み、前記第２のＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈデバイスは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続性を備えたオートバイクラスタを含み、
前記第３のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈハンズフリーデバイスが
埋設されたヘルメットを含む、請求項１に記載の３つ以上のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス
のワンタッチペアリングの方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主にＮＦＣタグを用いた複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）デバイス間
のペアリングに関する。詳細には、本発明は、単一の近接場チップ（ＮＦＣ）タグを用い
た複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス間のワンタッチペアリングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　若い世代の自動車ドライバにおける情報、支援及びエンターテイメントのニーズから、
自動車との対話のためにスマートデバイス（例えば、携帯電話及び関連アクセサリ）を用
いた接続エコシステムが流行しつつある。自動車の運転時に複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデ
バイスを使用する状況が生じたことにより、これらのデバイス全てと自動車とのペアリン
グを面倒のない様態で行う必要性が存在する。通常のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスペアリ
ング順序においては、ユーザは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスをスキャンし、接続対象デ
バイスを選択し、ＰＩＮを入力後にさらにファイル転送を認証する必要がある。
【０００３】
　近接場チップ（ＮＦＣ）タグは、携帯電話と車とのペアリングに用いられている。しか
し、オートバイ及び他の二輪車にとっての接続性という概念及び接続対象デバイスは、よ
く着想された特徴を通じて広範に示される必要がある。
【０００４】
　現在、ワンタッチにより単一のＮＦＣタグを用いてペアリングされるのは、２つのデバ
イスのみである。すなわち、３つのデバイスを既存のシステムによってペアリング及び接
続する場合、２回タップすること及びＮＦＣタグを２つ用いることが必要になる。
【０００５】
　このような必要性は、セットアップする複数のユーザと共に接続対象デバイス数が増加
または変化した場合、余計な負荷となる。特に、二輪車ドライバのニーズに焦点を当てた
場合、自動車とスマートフォン及び関連するデバイスファミリ（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏ
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ｔｈイネーブル型ヘルメット）とを接続できるようにすることによって、ドライバがスマ
ートフォンの能力を（安全性における妥協無く）活用することを支援できると考えられる
。しかし、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスをペアリングするための既存の方法は煩雑
であり、複数のステップ（図１に示す）においてユーザが介入する必要がある。
【０００６】
　上記の議論を鑑みて、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスと自動車との間において面倒
のないペアリングを行うための向上した方法を提供する必要性が存在することが考えられ
得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の主な目的は、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスと自動車との間の面倒のない
ペアリングを単一のＮＦＣタグを用いて行う方法を提供することである。
【０００８】
　本発明の別の目的は、ユーザ介入が少ない、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスと自動
車との間の面倒のないペアリングを単一のＮＦＣタグを用いて行う方法を提供することで
ある。
【０００９】
　本発明の別の目的は、ユーザがスマートフォンの恩恵を動きながら得ることができるよ
うな、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスと自動車との間の面倒のないペアリングを単一
のＮＦＣタグを用いて行う方法を提供することである。
【００１０】
　本発明の別の目的は、安全な乗車及び継続的接続を確保することができる、複数のＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈデバイスと自動車との間の面倒のないペアリングを単一のＮＦＣタグを用
いて行う方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するため、本発明は、３つ以上のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスのワン
タッチペアリングを単一の近接場カード（ＮＦＣ）タグを用いて行う方法を開示する。こ
の方法は、第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスを第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス上に
配置されたＮＦＣタグ上にタップするステップと、第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス内
においてモバイルアプリケーションをＮＦＣタグによって起動するステップであって、モ
バイルアプリケーションは第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続
性をオンにする、ステップと、第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス及び第３のＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈデバイスアドレスを第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス上のモバイルアプリケー
ションによって探索するステップと、モバイルアプリケーションにより第２のＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈデバイスとのペアリング過程を開始するステップと、第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
デバイスと第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスとの間の第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続を
確立するステップと、モバイルアプリケーションにより第３のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイ
スとのペアリング過程を開始するステップと、第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスと第３
のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスとの間の第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続を確立するステッ
プと、３つのＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス全ての接続が成功した旨の確認映像を第１のＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス、第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス及び第３のＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈデバイスそれぞれのディスプレイ上に表示するステップであって、モバイルアプリ
ケーションは、第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス上にインストールされ、第２のＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈデバイスのＮＦＣタグ上へのタップによって起動された後、第１のＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈデバイスと第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス及び第３のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
デバイスとのペアリングを開始及び確立する、ステップとを含む。
【００１２】
　一実施形態において、第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続は、シリアルポートプロファイル
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（ＳＰＰ）であるのがよい。
【００１３】
　一実施形態において、第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続は、ハンズフリープロファイル（
ＨＦＰ）またはアドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル（Ａ２ＤＰ
）であるのがよい。
【００１４】
　一実施形態において、第１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスはスマートフォンであるのが
よく、第２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続性を備えたオート
バイクラスタであるのがよく、第３のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈハンズフリーデバイスが埋設されたヘルメットであるのがよい。
【００１５】
　上記の一般的な記載及び以下の本発明の実施形態の詳細な説明は、特許請求の範囲に記
載のような本発明の本質及び特性の理解のための大枠を提供することを意図していること
が理解されるべきである。添付図面は、本発明のさらなる理解のために記載するものであ
り、本明細書中において採用され、本明細書中の一部を構成する。図面は、本発明の多様
な実施形態を例示するものであり、本記載と共に、本発明の原理及び動作を説明する役割
を担う。
【００１６】
　本発明の上記及び他の利点は、添付図面中に例示するような本発明の例示的実施形態を
参照することにより、より深く理解されかつより明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】従来技術としての、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスのペアリングをＮＦＣタ
グ無しに行う方法を示すフローチャートである。
【図２】本発明の一実施形態による、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスのペアリングを
単一のＮＦＣタグを用いて行う方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　ここで、添付図面に示すような本発明の例示的実施形態を参照する。可能な場合、同一
または類似の部分を指す際に必ず同一の参照符号が用いられる。
【００１９】
　本明細書中において開示されるのは、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスと自動車との
ワンタッチペアリングを単一のＮＦＣタグを用いて行う方法である。本発明は、二輪車ド
ライバに特に適用可能である。しかし、本発明は、他の種類の自動車にも適用可能である
。
【００２０】
　二輪車ドライバの通信ニーズ及びスマートフォン使用パターンは、運転中における安全
かつ明確な通信方法が必要とされていることを提案する。すなわち、少なくとも２つのＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスを二輪車とペアリングする必要があることを暗示する。例えば
、これらのＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスは、主に二輪車ドライバに用いられている、スマ
ートフォン及びハンズフリーデバイスであるのがよい。さらに、ヘルメットには、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈハンズフリーセットが埋設されるのがよい。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈハンズフリ
ーデバイスは、マイク及びイヤーピース双方を含む。本発明は、スマートフォン、ハンズ
フリー埋設型ヘルメット及びオートバイをペアリングすることのユーザ体験を向上させる
という問題に向けられたものである。
【００２１】
　通常、オートバイドライバは、ヘルメットを着用し、物理的鍵を用いて車両イグニッシ
ョンをオンにして運転を開始する。本発明において開示されるのは、オートバイの起動時
において携帯電話及びヘルメットとオートバイとのペアリングをシームレスに行うことで
ある。
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【００２２】
　図２は、本発明の一実施形態による、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスのワンタッチ
ペアリングを単一のＮＦＣタグを用いて行う方法を示すフローチャートである。オートバ
イドライバが車両に接近すると、ドライバは車両のイグニッションをオンにする。これと
同時に、ヘルメット中のＢｌｕｅｔｏｏｔｈもオンにする。その後、ドライバは、ステッ
プ２０２において携帯電話またはスマートフォンを車両に貼着されたＮＦＣタグ上にタッ
プする。その結果、ステップ２０４においてドライバのスマートフォンでモバイルアプリ
ケーションが起動する。モバイルアプリケーションは、モバイルＢｌｕｅｔｏｏｔｈをさ
らにオンにし、ステップ２０６において携帯電話とバイク及びヘルメットとのペアリング
を行う。ステップ２０８において、モバイルアプリケーションは、ヘルメットがスマート
フォンとペアリングされたかを確認する。ヘルメットがペアリングされていない場合、モ
バイルアプリケーションはステップ２１０においてペアリングを開始する。ペアリングは
、ＳＳＰ（セキュアシンプルペアリング）帯域外（ＯＯＢ）技術を用いて開始される。ヘ
ルメットとスマートフォンとのペアリングが成功した場合、ステップ２１２において、ス
マートフォンは、ヘルメットとのハンズフリープロファイル（ＨＦＰ）またはアドバンス
ドオーディオディストリビューションプロファイル（Ａ２ＤＰ）接続を確立する。さらに
、モバイルアプリケーションは、ステップ２１４においてオートバイクラスタがスマート
フォンとペアリングされているかも確認する。クラスタのペアリングが成功しなかった場
合、モバイルアプリケーションはステップ２１６においてペアリングを開始する。クラス
タがステップ２１８において成功裏にペアリングされた場合、モバイルアプリケーション
は、オードトバイクラスタとのシリアルポートプロファイル（ＳＰＰ）接続を確立する。
最後に、ステップ２２０において、３つのデバイス全ての接続が成功した旨の確認映像が
ユーザのスマートフォン及びオートバイクラスタ上に表示される。上記方法の要求は、ス
マートフォンとペアリングまたは接続すべきデバイス（すなわち、ヘルメット及びオート
バイ）のＢｌｕｅｔｏｏｔｈがＯＮになっておりかつＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続性が確保さ
れる範囲内にあることである。
【００２３】
　本発明は、３つのデバイスを瞬時に接続するために単一のＮＦＣタグを用いる点におい
て、２つの異なるＮＦＣタグをそれぞれ２回タップして各デバイスを携帯電話とペアリン
グする必要がある既存の機構と異なる。
【００２４】
　このペアリング方法の１つの利点として、ユーザ介入が少ない点がある。第２に、ユー
ザがスマートフォンの恩恵を動きながら享受することができる点がある。さらに、複数の
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスをペアリングする方法は面倒がないので、ユーザは、車両の
運転に集中することができ、安全な乗車を保証することができる。
【００２５】
　当業者であれば、本発明の範囲及び意図から逸脱することなく多様な改変及び変更が可
能であることを理解することが理解されるべきである。よって、本発明は、添付の特許請
求の範囲及びその均等物内に収まるこのような改変及び変更を網羅することが意図される
。
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